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第３部 地域医療構想 
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【基本的事項】 

○ 地域医療構想は、高齢化の進展に伴い、医療ニーズが増大する中において、地域の限 

られた資源を有効に活用し、効率的で質の高い医療提供体制を構築することを目的とし 

て、2025年のあるべき医療提供体制の構築に向けた長期的な取組の方向性を示すもの 

です。 

 

＜策定根拠＞ 

医療法第 30条の４第２項第７号及び第８号 

 

＜記載事項＞ 

１ 構想区域ごとに厚生労働省令で定める計算式により算定された以下の数値 

ア 病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量 

イ 将来の居宅等における医療（在宅医療等）の必要量 

２ 地域医療構想の達成に向けた病床の機能分化及び連携の推進に関する事項 

 

【地域医療構想の基本方針】 

○ 神奈川県地域医療構想では、県全体や県内の９つの地域における2025年に向けた取組

の方向性を示しています。県や各地域では、地域の病院・診療所関係者や医療保険者な

どと話し合いながら、それぞれの地域で必要な病床機能の確保、在宅医療の充実、医療

従事者の確保に向けた取組などを推進します。また、未病を改善する取組など、健康寿

命を延ばす取組とも連携し、医療・介護ニーズの伸びの抑制を図ります。 

 

＜施策の方向性＞ 

１ 将来において不足する病床機能の確保及び連携体制構築に向けた取組 

２ 地域包括ケアシステムの推進に向けた在宅医療の充実に係る取組 

３ 将来の医療提供体制を支える医療従事者の確保・養成に向けた取組 

 

＜神奈川の将来のめざすすがた＞ 

 誰もが元気でいきいきとくらしながら、必要なときに身近な地域で質の高い医療・介

護を安心して受けられる神奈川をめざします。 

 
 
〇 地域の医療提供体制の将来あるべき姿を示す「地域医療構想」について、平成 26年（2014年）６月 
に「地域における医療と介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」が制 
定され、同法により改正された医療法（昭和 23年法律第 205号）の規定により、都道府県に構想の策 
定が義務付けられました。 

〇 県では、平成 28年（2016 年）10月に 2025年までを対象期間とする「神奈川県地域医療構想」を策
定しました。 

〇 現行の構想の対象期間は 2025 年までとなっていますが、国は、「2025 年以降についても、今後、高
齢者人口がピークを迎えて減少に転ずる 2040年頃を視野に入れつつ、新型コロナ禍で顕在化した課題
を含め、中長期的課題について整理し、新たな地域医療構想を策定する必要がある」として、スケジュ
ールを示しています。 

○ 今後、国が行う新たな地域医療構想の策定に向けた課題整理・検討の結果を踏まえて、本県でも 2025
年以降に新たな地域医療構想を策定する予定です。 

【概要】 
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＜各構想区域における将来の医療提供体制に関する構想＞ 

本県では、９の構想区域（＝二次保健医療圏）を設定しており、各地域の特性、課題 

等に応じた施策を進めています。 

 

 

 

 

 

なお、横浜市では「よこはま保健医療プラン」、川崎市では「かわさき保健医療プラン」、 

相模原市では「相模原市保健医療計画」を独自に作成し、詳細を記載していますので、 

参照してください。 

図表３-１ 令和７年（2025年）の入院医療需要及び必要病床数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表３-２ 令和７年（2025年）の在宅医療等の必要量 

【神奈川県地域医療構想 構想区域】 

・横浜構想区域・川崎北部構想区域・川崎南部構想区域・相模原構想区域 

・横須賀・三浦構想区域・湘南東部構想区域・湘南西部構想区域 

・県央構想区域・県西構想区域 

※推計された必要病床数については、次のことに留意する必要があります。 

・「令和７（2025）年の必要病床数」は、医療法施行規則に基づき算出した令和７（2025）年 

の入院医療需要に対して、全国一律の病床稼働率（高度急性期、：75％、急性期：78％、回 

復期：90％、慢性期：92％）で除して算出した、2025年の医療需要の将来推計に基づく推計 

値であり、必ずしも将来の医療提供体制の変動要素（例：交通網の発達、医療技術の進歩等） 

をすべて勘案して算出したものではないこと 

・必要病床数は、病床を整備する目標である基準病床数とは位置づけが異なること。 

（出典）県医療課「神奈川県地域医療構想」 

  （出典）県医療課「神奈川県地域医療構想」 
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第４部 計画の推進 
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○ 医療法では、医療計画の作成に当たっては、診療又は調剤に関する学識経験者の団体 

 や県医療審議会、市町村及び県保険者協議会の意見を聴かなければならないとされてい 

 ます。 

○ 第８次計画の策定に当たり、医療を提供する立場の者、医療を受ける立場の者、学識

経験者、県保険者協議会などの関係者からなる「県保健医療計画推進会議」を中心に検

討を進めました。 

 

年 月 日 会議名 

令和５年 ５月30日 第１回県保健医療計画推進会議 

７月28日 第２回県保健医療計画推進会議 

７～８月 第１回地域医療構想調整会議（県内８地域） 

10月３日 第３回県保健医療計画推進会議 

10月 第２回地域医療構想調整会議（県内８地域） 

10月20日 第１回県医療審議会 

11月６日 第４回県保健医療計画推進会議 

12月４日 第５回県保健医療計画推進会議 

12月20日～ 
パブリック・コメント（意見募集） 

令和６年 １月19日 

１～２月 第３回地域医療構想調整会議（県内８地域） 

２月21日 第６回県保健医療計画推進会議 

３月21日 第２回県医療審議会 

 

 

【県保健医療計画推進会議】 

〔所掌事項〕 

・保健医療計画の再検討 

・保健医療計画達成の推進 

・その他計画の再検討及び推進に必要な事項 

〔構成員〕 

・医療を提供する立場にある者 

・医療を受ける立場にある者 

・学識経験者 

・医療保険者 

・保健医療行政に携わる者 

第１章 計画の推進体制等 

第１節 計画策定の検討経緯 
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１ 全県の推進体制 

○ 県では、医療を提供する立場の者、医療を受ける立場の者、学識経験者、医療保険 

者などの関係者からなる「県保健医療計画推進会議」を設けており、引き続き、同会 

  議により計画の円滑な推進を図ります。 

○ また、医療を提供する体制の確保に関する重要事項を調査審議するため「県医療審 

  議会」を、救急医療等確保事業に係る医療従事者の確保に関する事項等を協議するた 

  め「県医療対策協議会」を設けています。 

○ 今後も、県保健医療計画推進会議を中心として、個別課題については各分野の協議 

  会、部会等を活用しながら、計画の円滑な推進に努めます。 

 

２ 各地域の推進体制 

○ 各二次保健医療圏については、政令指定都市を除く圏域では、各地区保健医療福祉 

推進会議等により、保健福祉事務所等が中心となって地域の特性に応じた課題等につ 

いて検討や調整を行い、「各構想区域における将来の医療提供に関する構想」に基づく 

施策を推進します。 

○ 各政令指定都市においても、地域医療構想調整会議等を通じて、地域の特性に応じ 

  た課題等について検討や調整を行い、「各構想区域における将来の医療提供に関する構 

  想」及び各市の計画に基づく施策を推進します。 

 

【推進体制】 

 

 

 

  

神奈川県在宅医療対策推進協議会・県地域包括ケア会議
・在宅医療の推進・医療・介護連携の推進 等

県
知
事

神奈川県保健医療計画推進会議

神奈川県医療対策協議会（地域医療対策協議会）
神奈川県看護職員の確保及び資質向上推進委員会

医師確保計画の策定等

○医療計画の作成方針・骨子（新興感染症等への対応を含む５疾病６事業・在宅医療等）
○医師確保計画、外来医療計画、地域医療構想 等
※具体的には以下について検討する
・医療計画の総論（医療圏、基準病床数等）について検討
・各検討の場、WGの検討を踏まえ、５疾病６事業・在宅医療等について総合的に検討
・各WGの検討を踏まえ、地域医療構想、医師確保計画、外来医療計画について総合的に検討

〇計画案の取りまとめ

6

神奈川県医療審議会

検討

報告

循環器病対策推進協議会

【５疾病】

がん対策推進審議会

糖尿病医療連携検討部会

精神保健福祉審議会

【関連計画】

循環器病対策推進計画

がん対策推進計画

救急医療問題調査会（救急医療）

災害医療対策会議（災害医療）

周産期医療対策協議会（周産期医療）

精神保健福祉審議会（精神科救急）

小児医療協議会（小児医療）

検討指示
報告

検討依頼
報告

感染症対策協議会（新興感染症対策）
予防計画
・行動計画

地域医療構想調整会議
・地域医療構想の推進 ・外来医療に係る議論

【６事業】

諮問
答申

【在宅医療】

医師確保等

第２節 計画の推進体制 
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○ ６事業・５疾病及び在宅医療の医療体制を構築するに当たっては、住民の健康状態や 

患者の状態（成果（アウトカム））などで施策の評価を行うことが必要なため、これら 

を用いた評価を行うことが重要です。 

○ 施策や事業を実施したことにより生じた結果（アウトプット）が、成果（アウトカム）

に対してどれだけの影響（インパクト）をもたらしたかという関連性を念頭に置きつつ、

施策や事業の評価を行い、ＰＤＣＡサイクルを通じた見直しを含めた改善を行います。 

○ 評価に当たっては、施策が目標とする成果を達成するに至るまでの論理的な関係を体

系的に図式化したものであるロジックモデルを導入し、ＰＤＣＡの管理を行います。 

○ 医療体制の構築に当たっては、地域の現状をできる限り構造化しながら整理する必要

があるため、指標をストラクチャー、プロセス、アウトカムに分類し、活用することが

有効とされています。 

○ 保健医療計画の進捗状況については、設定した数値目標の達成度等について、ロジッ

クモデルも用いながら、県が定期的に把握します。 

○ 計画の評価に当たっては、県保健医療計画推進会議、あるいは個別分野に関して設置

されている協議会等の意見を聴きながら評価を行い、必要に応じて見直しを行うなどに

より、計画を推進していきます。 

○ なお、在宅医療その他必要な事項については、医療法の規定に基づき、３年ごとに調

査、分析及び評価を行い、必要がある場合は変更します（第30条の６）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

・ストラクチャー指標（Ｓ） 

医療サービスを提供する物的資源、人的資源及び組織体制、外部環境並びに対象となる 

母集団を測る指標 

・プロセス指標（Ｐ） 

  実際にサービスを提供する主体の活動や、他機関との連携体制を測る指標 

・アウトカム指標（Ｏ） 

  住民の健康状態や患者の状態を測る指標 

第３節 計画の進行管理 

 


